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券
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（
公
用
旅
券
の
発
給
の
請
求
） 

（
公
用
旅
券
の
発
給
の
請
求
） 

第
四
条 

公
用
旅
券
の
発
給
の
請
求
は
、
当
該
公
用
旅
券
の
発
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
国
内
に
在

る
場
合
に
お
い
て
は
各
省
各
庁
の
長
が
外
務
大
臣
に
対
し
、
対
象
者
が
国
外

に
在
る
場
合
に
お
い
て
は
各
省
各
庁
の
長
が
外
務
大
臣
に
対
し
、
又
は
当
該

対
象
者
が
領
事
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
提
出
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

公
用
旅
券
の
発
給
の
請
求
は
、
当
該
公
用
旅
券
の
発
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
国
内
に
在

る
場
合
に
お
い
て
は
各
省
各
庁
の
長
が
外
務
大
臣
に
対
し
、
対
象
者
が
国
外

に
在
る
場
合
に
お
い
て
は
各
省
各
庁
の
長
が
外
務
大
臣
に
対
し
、
又
は
当
該

対
象
者
が
領
事
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
提
出
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

公
用
旅
券
発
給
請
求
書 

二 

（
略
） 

二 

対
象
者
の
写
真 

三 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
対
象
者
の
身
分
上
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
戸
籍
謄
本 

三 

使
用
人
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
謄
本 

四 

（
略
） 

四 

国
外
に
お
い
て
対
象
者
が
す
る
請
求
に
あ
つ
て
は
、
公
用
旅
券
の
発
給

を
必
要
と
す
る
理
由
を
立
証
す
る
書
類 

２ 

（
略
） 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
対
象
者
が
本
邦
と
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域

以
外
の
地
域
と
の
間
を
数
次
往
復
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
理

由
を
公
用
旅
券
発
給
請
求
書
に
記
載
し
て
、
数
次
往
復
用
の
公
用
旅
券
の
発

給
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
一
般
旅
券
の
発
行
） 

（
一
般
旅
券
の
発
行
） 

第
五
条 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
に

基
づ
き
、
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「

指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
全
て
の
地
域
を
渡
航
先
と
し
て
記
載
し
た

有
効
期
間
が
十
年
の
数
次
往
復
用
の
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
有
効
期
間

を
五
年
と
す
る
。 

第
五
条 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
に

基
づ
き
、
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「

指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
全
て
の
地
域
を
渡
航
先
と
し
て
記
載
し
た

有
効
期
間
が
十
年
の
数
次
往
復
用
の
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
有
効
期
間
を
五
年
と
す
る
。 

（
削
る
） 

一 

有
効
期
間
が
五
年
の
一
般
旅
券
の
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
一
般

旅
券
発
給
申
請
書
に
記
載
し
て
申
請
す
る
者
で
あ
る
場
合 

（
削
る
） 

二 

十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合 

２ 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
と
き
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気

的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
を
行
つ
て
い
な
い
一
般
旅
券
を
発
行
す
る

と
き
、
又
は
第
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
一

般
旅
券
を
発
行
す
る
と
き
（
第
五
項
に
お
い
て
「
限
定
発
行
の
事
由
が
あ
る

と
き
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
前
項
の
一
般
旅
券
に
つ
き
、
渡
航
先
を
個
別

に
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
有
効
期
間
を
十
年
（
当
該
一
般
旅
券
の
発
給
の

申
請
を
す
る
者
が
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
五
年
）
未
満
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
と
き
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気

的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
を
行
つ
て
い
な
い
一
般
旅
券
を
発
行
す
る

と
き
、
又
は
第
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
一

般
旅
券
を
発
行
す
る
と
き
（
第
五
項
に
お
い
て
「
限
定
発
行
の
事
由
が
あ
る

と
き
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
前
項
の
一
般
旅
券
に
つ
き
、
渡
航
先
を
個
別

に
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
有
効
期
間
を
十
年
（
当
該
一
般
旅
券
の
発
給
の

申
請
を
す
る
者
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
五
年
）
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
指
定
地
域

へ
渡
航
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
を
す
る
場

合
に
は
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載
し
た
有
効
期
間
が
十
年
（
当
該

発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
五
年
）
の
一

往
復
用
の
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
務
大
臣
が
適

３ 
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
指
定
地
域

へ
渡
航
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
を
す
る
場

合
に
は
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載
し
た
有
効
期
間
が
十
年
（
当
該

発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
五
年
）
の
一
往
復
用
の
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
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当
と
認
め
る
と
き
は
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載
し
た
有
効
期
間
が

十
年
（
当
該
発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

五
年
）
以
下
の
数
次
往
復
用
の
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

、
外
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載

し
た
有
効
期
間
が
十
年
（
当
該
発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
同
項
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
五
年
）
以
下
の
数
次
往
復
用
の

一
般
旅
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
第
十
条
第

一
項
又
は
第
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
を
す
る
者
（
十
八
歳
未
満
の
者
を
除
く

。
）
が
、
有
効
期
間
を
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
と
同
一
と
す
る
一
般
旅

券
（
第
十
四
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
残
存
有
効
期
間

同
一
旅
券
」
と
い
う
。
）
の
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
一
般
旅
券
発
給

申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
期
間
及
び
種
類
が
当
該
現
有
旅

券
の
残
存
有
効
期
間
及
び
種
類
と
同
一
で
あ
る
一
般
旅
券
で
あ
つ
て
、
当
該

現
有
旅
券
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
地
域
を

渡
航
先
と
し
て
記
載
し
た
も
の
を
発
行
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
第
十
条
第

一
項
又
は
第
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申
請
を
す
る
者
が
、
有
効
期
間
を
現
有
旅
券

の
残
存
有
効
期
間
と
同
一
と
す
る
一
般
旅
券
（
第
十
四
条
に
お
い
て
「
残
存

有
効
期
間
同
一
旅
券
」
と
い
う
。
）
の
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
を
一
般

旅
券
発
給
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
期
間
及
び
種
類
が
当

該
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
及
び
種
類
と
同
一
で
あ
る
一
般
旅
券
で
あ
つ

て
、
当
該
現
有
旅
券
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
地
域
を
渡
航
先
と
し
て
記
載
し
た
も
の
を
発
行
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
現
有
旅
券
以
外
の
現
有
旅
券 

指
定
地
域

以
外
の
全
て
の
地
域 

二 

（
略
） 

二 

第
二
項
、
こ
の
号
又
は
次
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
渡
航
先
を
個
別
に
特

定
し
て
記
載
し
た
現
有
旅
券 

当
該
現
有
旅
券
に
渡
航
先
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
た
地
域
と
同
一
の
地
域
（
指
定
地
域
を
除
く
。
） 

三 

（
略
） 
三 

前
項
又
は
こ
の
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記

載
し
た
現
有
旅
券 

渡
航
先
と
し
て
個
別
に
特
定
し
て
記
載
す
る
地
域
（

当
該
現
有
旅
券
に
渡
航
先
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
指
定
地
域
を
含
み
、

当
該
現
有
旅
券
に
渡
航
先
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
指
定
地
域
を

除
く
。
） 

５ 

（
略
） 

５ 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
限
定
発
行
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
第
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一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
現
有
旅
券
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
発
行

す
る
一
般
旅
券
に
つ
き
、
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
有
効

期
間
を
当
該
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
現
有
旅
券
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
発

行
す
る
一
般
旅
券
に
つ
き
、
有
効
期
間
を
当
該
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間

未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
一
般
旅
券
の
発
給
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

（
一
般
旅
券
の
発
給
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
十
四
条 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
旅
券
の

発
給
若
し
く
は
渡
航
先
の
追
加
を
し
な
い
と
決
定
し
た
と
き
、
又
は
第
五
条

第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て

記
載
し
、
若
し
く
は
有
効
期
間
を
十
年
（
一
般
旅
券
の
発
給
の
申
請
を
す
る

者
が
、
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
は
五
年
、
残
存
有
効
期
間
同
一
旅
券

の
発
給
の
申
請
を
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
そ
の
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間

）
未
満
と
す
る
と
決
定
し
た
と
き
（
第
四
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
お
い
て
一
般
旅
券
を
発
行
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か

に
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
つ
て
一
般
旅
券
の
発
給
又
は
渡
航
先
の
追
加

を
申
請
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
四
条 

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
旅
券
の

発
給
若
し
く
は
渡
航
先
の
追
加
を
し
な
い
と
決
定
し
た
と
き
、
又
は
第
五
条

第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
渡
航
先
を
個
別
に
特
定
し
て

記
載
し
、
若
し
く
は
有
効
期
間
を
十
年
（
一
般
旅
券
の
発
給
の
申
請
を
す
る

者
が
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

五
年
、
残
存
有
効
期
間
同
一
旅
券
の
発
給
の
申
請
を
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

そ
の
現
有
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
）
未
満
と
す
る
と
決
定
し
た
と
き
（
第
四

条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
一
般
旅
券
を
発
行
す

る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か
に
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
つ
て
一
般

旅
券
の
発
給
又
は
渡
航
先
の
追
加
を
申
請
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
内
に
お
け
る
手
数
料
） 

（
国
内
に
お
け
る
手
数
料
） 

第
二
十
条 

国
内
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
要
す
る
費
用
の
総

額
を
国
に
納
付
す
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
手
数
料
の
総
額
を
も
つ
て
賄
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
各
処
分
に
要
す
る
実
費
及
び
各
処
分
の
性
質
を
勘
案

し
て
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
二
十
条 

国
内
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

一
般
旅
券
の
発
給
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

一 

第
五
条
第
一
項
本
文
の
一
般
旅
券
の
発
給 

一
万
四
千
円 

二 
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
一
般
旅
券
の
発
給 

二 

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
一
般
旅
券
の
発
給 

九
千
円
（
処
分
の
申

請
を
す
る
者
が
十
二
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
四
千
円
） 

三 

残
存
有
効
期
間
同
一
旅
券
の
発
給 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
一
般
旅
券
以
外
の
一
般
旅
券
の
発
給 

四
千
円 

四 

一
般
旅
券
の
渡
航
先
の
追
加 

四 

一
般
旅
券
の
渡
航
先
の
追
加 

千
三
百
円 

五 

渡
航
書
の
発
給 

五 

渡
航
書
の
発
給 

二
千
五
百
円 

２ 

第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ

の
効
力
を
失
つ
た
一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
効
力

を
失
つ
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
最
初
に
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ

の
効
力
を
失
つ
た
一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
効
力

を
失
つ
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
最
初
に
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
に
四
千
円
を
加
え
た
額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

都
道
府
県
は
、
国
内
に
お
い
て
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
都
道

府
県
に
お
け
る
当
該
事
務
に
要
す
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を

標
準
と
し
て
、
当
該
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
が
、

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
直
接
外
務
大
臣
に
申
請
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
額
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
定
め
る

額
）
に
前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
が
、

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
直
接
外
務
大
臣
に
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
定
め
る
額
）
に
政

令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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５ 

（
略
） 

５ 

一
般
旅
券
の
発
給
を
必
要
と
す
る
原
因
が
関
係
官
庁
の
過
失
に
よ
つ
て
生

じ
た
場
合
に
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
納
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。 

６ 

（
略
） 

６ 

大
規
模
な
災
害
に
際
し
て
申
請
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に

特
に
必
要
が
あ
る
と
外
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
に
納
付
す
べ

き
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
国
外
に
お
け
る
手
数
料
） 

（
国
外
に
お
け
る
手
数
料
） 

第
二
十
条
の
二 

国
外
に
お
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を

す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額
に

同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
条
の
二 

国
外
に
お
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を

す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
同

条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
国
外
に
お
い
て
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項

の
規
定
」
と
、
「
同
項
の
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
政
令
」
と
、
「
二

を
乗
じ
て
得
た
」
と
あ
る
の
は
「
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
次
項
の
政
令
で
定

め
る
額
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
国
外
に
お
い
て
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
定
め
る
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
額
に

第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
及
び
」
と
、
「
加
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
加
え

た
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 
３ 

前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
国
外
に
お
い
て
同
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項

、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 


